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○恵庭市低入札価格調査事務処理要綱

平成１２年５月２３日

告示第６２号

（目的）

第１条 この要綱は、競争入札において予定価格を大幅に下回る入札があった場合の事務処理

に関して必要な事項を定め、もって公共工事等とその入札事務の適正な執行を図ることを目

的とする。

（定義）

第２条 この要綱において「契約請求者」とは、恵庭市事務決裁規程（平成１４年訓令第１号。

以下「決裁規程」という。）に定める工事又は製造の請負（以下「工事等」という。）及び

工事に係る土木、建築設計、監理、地質調査並びに測量業務（以下「工事関連業務等」とい

う。）の施行に関する決定権者をいう。

２ この要綱において「入札執行者」とは、決裁規程に定める工事等及び工事関連業務等の契

約締結に関する決定権者をいう。

（対象とする工事及び業務）

第３条 この要綱の対象となる契約は、目的物が存在し、かつ、予定価格が１３０万円を超え

る工事等及び予定価格が５０万円を超える工事関連業務等（以下「対象工事等」という。）

の入札とする。ただし、予定価格が１３０万円以下又は５０万円以下の対象工事等の契約で

あっても、契約請求者がこの要綱の適用の必要を認めた場合は、この要綱を適用できるもの

とする。

（調査基準価格及び最低制限価格の設定）

第３条の２ 契約請求者は、契約の締結を入札執行者に請求するに当たっては、次条から第４

条の４までに規定するところにより、調査基準価格及び最低制限価格を設定しなければなら

ない。

（工事等の調査基準価格）

第４条 工事等の調査基準価格は、次に掲げる額の合計額（以下「工事等の低入札価格調査比

較価格」という。）に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額とする。ただし、その
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額が予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に１０分の９．２

を乗じて得た額を、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に

１０分の７．⒌を乗じて得た額をそれぞれ調査基準価格とする。

(1) 直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額

（工事関連業務等の調査基準価格）

第４条の２ 工事関連業務等の調査基準価格は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各

号に定める額（以下「工事関連業務等の低入札価格調査比較価格」という。）に消費税及び

地方消費税相当額を加算して得た額とする。ただし、その額が予定価格に１０分の９を乗じ

て得た額を超える場合は予定価格に１０分の９を乗じて得た額を、予定価格に１０分の７を

乗じて得た額に満たない場合は予定価格に１０分の７を乗じて得た額をそれぞれ調査基準価

格とする。

(1) 測量 直接測量費の額及び測量調査費の額並びに諸経費の額に１０分の４．８を乗じて

得た額の合計額

(2) 建築設計 直接人件費の額、特別経費の額、諸経費の額に１０分の６を乗じて得た額及

び技術経費の額に１０分の６を乗じて得た額の合計額

(3) 土木設計 直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に１０分の９を乗じて得た

額及び一般管理費等の額に１０分の４．８を乗じて得た額の合計額

(4) 調査 直接調査費の額、間接調査費の額に１０分の９を乗じて得た額、解析調査費の額

に１０分の８を乗じて得た額及び諸経費の額に１０分の４．８を乗じて得た額の合計額

(5) 前各号に掲げる業務の複数に該当する業務 前各号において当該業務ごとに定める額

を合計した額

（工事等の最低制限価格）

第４条の３ 工事等の最低制限価格は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 直接工事費の額に１０分の９を乗じて得た額
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(2) 共通仮設費の額に１０分の８を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に１０分の８を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に１０分の３を乗じて得た額

（工事関連業務等の最低制限価格）

第４条の４ 工事関連業務等の最低制限価格は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

(1) 測量 直接測量費の額及び諸経費の額に１０分の３．２を乗じて得た額の合計額

(2) 建築設計 直接人件費の額、特別経費の額、諸経費の額に１０分の５を乗じて得た額及

び技術経費に１０分の５を乗じて得た額の合計額

(3) 土木設計 直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に１０分の８を乗じて得た

額及び一般管理費等の額に１０分の２．１を乗じて得た額の合計額

(4) 調査 直接調査費の額、間接調査費に１０分の９を乗じて得た額、解析調査費の額に１

０分の７を乗じて得た額及び諸経費に１０分の３．２を乗じて得た額の合計

(5) 前各号に掲げる業務の複数に該当する業務 前各号において当該業務ごとに定める額

を合計した額

（工事等の失格判断基準額）

第４条の５ 入札執行者は、工事等の入札において工事等の低入札価格調査比較価格を下回る

額の入札があったときは、失格判断基準額を定めなければならない。

２ 前項の失格判断基準額は、入札（無効とされた入札及び入札書比較価格に１０分の１を乗

じて得た額以下の額で入札されたものを除く。）の平均額（その額に１円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）に１０分の８．５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額。以下「算出額」という。）とする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を失格判断基準額とする。

(1) 算出額が工事等の低入札価格調査比較価格を上回る場合 工事等の低入札価格調査比

較価格

(2) 算出額が工事等の最低制限価格を下回る場合 工事等の最低制限価格

（工事関連業務等の失格判断基準額）
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第４条の６ 入札執行者は、工事関連業務等の入札において工事関連業務等の低入札価格調査

比較価格を下回る額の入札があったときは、失格判断基準額を定めなければならない。

２ 前項の失格判断基準額は、算出額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該各号に定める額を失格判断基準額とする。

(1) 算出額が工事関連業務等の低入札価格調査比較価格を上回る場合 工事関連業務等の

低入札価格調査比較価格

(2) 算出額が工事関連業務等の最低制限価格を下回る場合 工事関連業務等の最低制限価

格

（失格判断基準額調書の作成）

第４条の７ 入札執行者は、第４条の５、前条又は次条の規定により失格判断基準額を定めた

場合にあっては、失格判断基準額調書（別記様式）を作成しなければならない。

（調査基準価格、最低制限価格及び失格判断基準額の特例）

第４条の８ 市長は、第４条の２各号に掲げる業務のいずれにも当てはまらない業務に係る契

約を締結しようとするときその他これに類する特別な理由があると認めるときは、第３条の

２、第４条の５第２項及び第４条の６第２項の規定にかかわらず、第４条から第４条の６ま

でに規定する方法以外の方法で調査基準価格、最低制限価格又は失格判断基準額を定めるこ

とができる。

２ 前項の規定による調査基準価格は、第４条ただし書又は第４条の２ただし書の規定の適用

があるものとして定めなければならない。

（調査基準価格、最低制限価格及び失格判断基準額の非公表）

第４条の９ 第４条から前条までの規定により定めた調査基準価格、最低制限価格及び失格判

断基準額は、公表しないものとする。

（予定価格調書の作成）

第５条 入札執行者は、対象工事等に係る契約を競争入札に付そうとするときは、予定価格調

書に、調査基準価格及び最低制限価格を記載するものとする。

（入札参加者への周知）

第６条 入札執行者は、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、
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現場説明及び入札執行の際に次のことを説明するものとする。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定の適用が

あること。

(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法に関

すること。

(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。

（落札決定の保留）

第７条 入札執行者は、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、落札の決定を保留す

ることを宣言し、入札を終了するものとする。この場合、入札者に対して、落札者の決定は

後日となること及びその結果について通知する旨を告げるものとする。

２ 入札執行者は、前項に掲げる入札が行われた場合は、直ちに第１１条に定める恵庭市低入

札価格調査委員会（以下「委員会」という。）に調査を依頼するものとする。

（調査の実施）

第８条 委員会は、前条第２項の依頼を受けたときは、直ちに当該入札価格が適正であるか否

かを調査し、その結果を入札執行者に報告するものとする。

２ 委員会は、調査基準価格を下回る契約額であっても契約が確実に履行されると認められる

場合は、当該下回る入札価格のうち最低価格で入札をした者を適正な価格と判定するものと

する。

３ 委員会は、調査基準価格を下回る契約額では契約が履行されないおそれがあると認められ

る場合は、当該最低価格の入札者を適正な価格とは判定せず、予定価格の制限の範囲内の価

格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者（以下「次順位

者」という。）を適正な価格と判定するものとする。ただし、次順位者が調査基準価格を下

回る入札者であった場合には、再度調査及び判定を行うものとする。

（失格）

第８条の２ 入札執行者は、入札参加者が次のいずれかに該当する入札をしたと認めるときは、

当該入札において、当該入札参加者を失格とする。この場合において、当該入札を失格とす

る旨を開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して知らせなければならない。
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(1) 他の対象工事等の入札について前条の調査を受けている間において、調査基準価格を下

回る価格で行った入札

(2) すでに落札した他の対象工事等（前条の調査を受けて落札したものに限る。）の完了の

日までの間において、調査基準価格を下回る価格で行った入札

(3) 失格判断基準額を下回る価格で行った入札

２ 前項の規定により失格とする入札は、開札日の順により決定し、それにより難い場合は、

契約番号の順により決定する。

３ 前条第３項の規定は、第１項の規定により失格とした場合において準用する。

（落札者の決定及び通知）

第９条 入札執行者は、委員会から報告を受けたときは、遅滞なく入札経過調書にその旨を記

載し、落札者を決定するものとする。

２ 第８条第２項の報告を受けた場合は、直ちに最低価格の入札者に落札した旨を通知すると

ともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせるものとする。

３ 第８条第３項の報告を受けた場合は、直ちに最低価格入札者に対しては落札者としない旨

の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に

対しては次順位者が落札者となった旨を知らせるものとする。

４ 次順位者が落札者とならなかった場合は、次順位者の次の者を次順位者と読み替えて前項

の規定を準用する。

（監督体制の強化）

第１０条 入札執行者は、調査基準価格を下回る価格で入札した者を落札者とする決定した場

合は、その旨を契約請求者に通知し、監督体制の強化を促すものとする。

（委員会の設置）

第１１条 調査基準価格を下回る入札価格が適正であるか否かを調査するため、委員会を置く。

（組織）

第１２条 委員会の委員には、次の職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長
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(3) 契約締結請求の所管部長等

２ 委員長は、副市長をもって充てる。委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代行

する。

３ 委員会の庶務は、総務部財務室管財・契約課において行う。

（会議）

第１３条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

３ 委員会は、必要に応じて関係職員等を委員会に出席させ意見を求めることができる。

（調査）

第１４条 第８条に掲げる調査は、次に掲げる区分により、必要に応じて実施するものとする。

(1) 工事等の場合

ア 入札価格に係る積算の内訳状況

イ 資材購入予定先の資材調達に係る見積状況

ウ 手持ち資材の状況

エ 手持ち機械の状況

オ 技術者及び社員の稼働予定

カ 労働者の供給の見通し

キ 当該工事に係る下請負契約予定者及び下請契約見込額

ク 手持ち工事の状況

ケ 契約対象工事の地理的条件（事務所、資材置場及び手持工事の位置関係）

コ 過去に施工した公共工事名、発注者名及び成績状況

サ 経営状況（取引金融機関、保証会社等への照会）

シ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）違反の有無、労務災害発生状況、賃金不払い

の状況、下請代金の支払い状況等の信用状況

ス その他必要な事項

(2) 工事関連業務等の場合

ア その価格により入札した理由
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イ 現在の手持ちの業務の状況

ウ 技術計算専門業者に外注する場合の状況

エ 従事する技術者の状況

オ 過去に受注した公共工事に係る業務受託状況

カ 経営状況等

キ その他必要な事項

２ 委員長は、前項の調査を次の職員に命ずることができる。

(1) 財務室長

(2) 管財・契約課主幹

(3) 工事契約担当主査及び担当職員

(4) 工事執行担当課長及び担当主査

(5) 前各号に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めた者

３ 委員会又は前項に掲げる者から調査を受けた場合は、当該対象工事等の関係者及び関係職

員は誠実に対応しなければならない。

（補則）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成１２年６月１日から実施する。

２ 恵庭市低入札価格調査制度実施要綱（平成７年４月１日実施）は、廃止する。

附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

改正文 抄

平成１９年４月１日から実施する。

附 則

この要綱は、平成２０年６月１日から実施する。

附 則

１ この要綱は、平成２１年９月１日から実施する。
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２ この要綱による改正後の恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の規定は、平成２１年９月１

日以後に執行する入札（同日前に告示又は指名したものを除く。）から適用し、同日前に執

行する入札については、なお従前の例による。

附 則

１ この告示は、告示の日から実施する。

２ この告示による改正後の恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の規定は、平成２３年４月１

日以後に執行する入札から適用し、同日前に執行する入札については、なお従前の例による。

附 則

１ この告示は、告示の日から実施する。

２ この告示による改正後の恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の規定は、平成２４年１０月

１日以後に積算する土木設計業務から適用し、同日前に積算する土木設計業務については、

なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。

附 則

１ この告示は、告示の日から実施する。

２ この告示による改正後の恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の規定は、平成２５年１２月

２日以後に執行する入札から適用し、同日前に執行する入札については、なお従前の例によ

る。

附 則

１ この告示は、平成２６年３月１日から実施する。

２ この告示による改正後の恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の規定は、この告示の実施の

日（以下「実施日」という。）以後に執行する入札について適用し、同日前に執行する入札

については、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、実施日以後に執行する入札において予定契約期間の末日を平成

２６年３月３１日以前とするものにあっては、この告示の実施後も、なお従前の例による。

附 則
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（実施期日）

１ この告示は、平成２８年８月１６日から実施する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の規定は、この告示の実施の

日以降に公告又は告示する入札から適用し、同日前に公告又は告示する入札については、な

お従前の例による。

附 則

この告示は、令和元年５月８日から実施し、この告示による改正後の恵庭市低入札価格調査

事務処理要綱の規定は、平成３１年４月１日から適用する。

附 則

この告示は、令和元年１０月１日から実施する。

附 則 

(実施期日) 

1 この告示は、令和4年4月1日から実施する。 

(適用区分) 

2 この告示による改正後の恵庭市低入札価格調査事務処理要綱の規定は、この告示の実施の日

以降に公告又は告示する入札から適用し、同日前に公告又は告示する入札については、なお

従前の例による。 
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